
【「〇」は満たしている　　「×」は満たしていない】
※１つでも「×」がある場合は、２次審査へは進めない

別表１（第６条関係）（１/２)

１次審査表（参加資格要件）

社

東京都板橋区競争入札参加資格（東京電子自治体共同運営電子調達サービス
における物品買い入れ等競争入札参加資格取得者）を有している。

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない。

提案金額が契約上限金額の範囲内である。

東京都板橋区競争入札参加有資格者指名停止要綱（平成17年３月31日区長
決定）による指名停止を受けていない。

参加者又はその役員等が以下の項目に該当しない。
ア　暴力団員等である、又は暴力団員等が経営に事実上参加している。
イ　暴力団員等を雇用している。
ウ　暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している。

提出された書類の記載事項に虚偽がない。



審査項目及び審査基準（評価点が同点の場合は重要項目の得点が高い順とする）
参加者が５者を超えた場合、下記項目について書類審査を実施し、二次審査へ進む業者を決定する。
ただし、二次審査への参加は上位５者までとする。
なお、重要項目の順位は①＞②＞③とする。

審査基準 配点 得点

2

契約上限額の範囲内であり、その差が20％以上                     20点
契約上限額の範囲内であり、その差が15％以上～20％未満　   15点
契約上限額の範囲内であり、その差が10％以上～15％未満     10点
契約上限額の範囲内であり、その差が5％以上～10％未満         5点
契約上限額の範囲内であり、その差が5％未満                         3点
金額に妥当性がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   0点

20

3

自己資本比率50％以上　　15点
自己資本比率40％以上　　10点
自己資本比率30％以上　　5点
自己資本比率20％以上　　3点
自己資本比率10％以上　　1点
自己資本比率10％未満　　0点

15

4

令和４年４月１日～令和８年２月１２日の間で官公庁発注のPlateauを用いた可視化
に関する業務について受注完了実績があるか。
実績が３件以上ある　　 15点
実績が２件ある　　　　  10点
実績が１件ある　　　　  5点
実績はない　　　　　　  0点

15

5
区内に本社または本店がある　　　 10点
区内に支店または営業所がある　  5点
区内に営業所がない　 　　　　　　　 0点

10

60

財務状況
【重要項目②】

受注実績
【重要項目③】

参加者の営業拠点の
所在地

評価点（60点満点）

別表１（第６条関係）（２/２)

１次審査表（審査項目及び審査基準）

社

審査項目

提案金額
【重要項目①】

 



審査基準に配点が記載されていないものは下記の採点とする。　
　【採点】５点　大変優れている　４点　優れている　３点　普通　２点　やや劣る　１点　劣る

審査基準 配点・採点 加算 得点

1
（1）理念・基本方針
本業務の目的・背景・課題を十分理解した内容となっているか。

5 ×6

2
（2）デザイン・表現
３Ｄ都市モデルの作成にあたり、別紙「委託仕様書（案）」の別図１の範囲図を参考に
エリア毎の詳細度を、サンプル提示等により提案されており、その品質が優れてい

5 ×6

3

（3）運用方法・操作性
事業者の用意するサーバー上で管理し、区民がスマートフォンやタブレット等のブラ
ウザで閲覧できる環境をどのように整備できるのか、操作性も考慮して提案されて
おり、その品質が優れているか。
また、翌年度以降事業を継続する際、システム利用料等が生じる場合、その費用と
内訳が適正か。

5 ×6

4
（4）周知
ワークショップや説明会等、周知活動を行うため、区の広報誌やSNS等への掲載支
援について、具体的にどのような支援ができるか提案されており、その内容が優れ

5 ×6

5

（5）実施体制
業務量の把握や作業計画が策定されており、本事業の管理を適切に行うことができ
る体制となっているか。
導入当初の不具合や操作への質疑、緊急時の対応が可能か。

5 ×6

2

契約上限額の範囲内であり、その差が20％以上                     20点
契約上限額の範囲内であり、その差が15％以上～20％未満　 　 15点
契約上限額の範囲内であり、その差が10％以上～15％未満      10点
契約上限額の範囲内であり、その差が5％以上～10％未満        ５点
契約上限額の範囲内であり、その差が5％未満                       ３点
金額に妥当性がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ０点

20

3

自己資本比率50％以上　　  15点
自己資本比率40％以上　　  10点
自己資本比率30％以上　　   ５点
自己資本比率20％以上　 　  ３点
自己資本比率10％以上　　   １点
自己資本比率10％未満　　   ０点

15

4

令和４年４月１日～令和８年２月１２日の間で官公庁発注のPLATEAUを用いた可視
化に関する業務について受注完了実績があるか。
実績が３件以上ある　　 15点
実績が２件ある　　　　   10点
実績が１件ある　　　　    ５点
実績はない　　　　　　     ０点

15

5
区内に本社または本店がある　　　 10点
区内に支店または営業所がある　  5点
区内に営業所がない　 　　　　　　　 0点

10

210
※ 重要項目の順位は①＞②＞③とする。評価点が同点の場合は、重要項目順位の高い項目の得点が高い順に順位とする。

財務状況

受注実績
【重要項目③】

参加者の営業拠点の
所在地

評価点【240点満点】

別表２（第６条関係）

２次審査表（審査項目及び審査基準）

社

審査項目

提案金額
【重要項目②】

提案内容（概要）
【重要項目①】

1

 


